
                 

令和５年度 函館市地域学校協働活動連絡会議 委員名簿 

 

所属・役職 氏  名 

青柳中学校，弥生小学校，青柳小学校，あさひ小学校 地域コーディネーター 

函館市教育委員会 学校教育指導監 

工藤  勉 

港中学校，港小学校 地域コーディネーター 

港小学校 元ＰＴＡ会長，民生児童委員（学校運営協議会委員） 

梅田 史恵 

深堀中学校，駒場小学校，深堀小学校 地域コーディネーター 

地域包括支援センターゆのかわ 保健係長（学校運営協議会委員） 

京谷 佳子 

五稜郭中学校，万年橋小学校 地域コーディネーター 

北浜町会総務部長，民生児童委員（学校運営協議会委員） 

酒井 道子 

本通中学校，南本通小学校 地域コーディネーター 

南本通小学校 元ＰＴＡ会長（学校運営協議会委員） 

神田 克実 

北中学校，北日吉小学校 地域コーディネーター 

北中学校 ＰＴＡ会長（学校運営協議会委員） 

齊藤 文大 

恵山中学校，えさん小学校 地域コーディネーター 

恵山中学校・えさん小学校 元ＰＴＡ会長（学校運営協議会委員） 

廣島 千年 

戸井学園，戸井幼稚園 地域コーディネーター 

地域包括支援センター社協 管理者（学校運営協議会委員） 

髙田 伸一 

巴中学校 地域コーディネーター 

元的場中学校 ＰＴＡ副会長（学校運営協議会委員） 

吉村 小織 

桔梗中学校 地域コーディネーター 

桔梗中学校 元ＰＴＡ会長（学校運営協議会委員） 

干山 毅 

中部小学校 地域コーディネーター 

学校給食会事務局長，民生児童委員（学校運営協議会委員） 

中村 ひでの 

北星小学校 地域コーディネーター 

北星小学校 ＰＴＡ顧問 

梶原 亜里沙 

千代田小学校 地域コーディネーター 

千代田小学校 元ＰＴＡ会長（学校運営協議会委員） 

阿久津 満希 

大森浜小学校 地域コーディネーター 

函館市ＰＴＡ連合会 事務局長（学校運営協議会委員） 

中村 和代 

中の沢小学校 地域コーディネーター 

中の沢小学校 ＰＴＡ会長（学校運営協議会委員） 

吉田 彩子 

昭和小学校 地域コーディネーター 

昭和小学校 元ＰＴＡ会長，民生児童委員（学校運営協議会委員） 

照井 千津 

市立函館高校 地域コーディネーター 

市立函館高校 元ＰＴＡ会長（学校運営協議会委員） 

田中 慎一 

    令和５年度 計２７校・１園 １７名        

                    

資料１ 



函館市地域学校協働活動連絡会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市の地域学校協働活動の推進に関し必要な検討を行うため，函館市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）に，函館市地域学校協働活動連絡会議（以下「会議」と

いう。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 会議は，次に掲げる事項について検討する。 

（１）各市立学校における地域学校協働活動の取組事例と本市の地域学校協働活動の今   

後の方向性に関すること。 

（２）地域学校協働活動推進員の配置および地域学校協働本部の設置に関すること。 

（３）その他地域学校協働活動に関すること。 

 

（組織） 

第３条 会議は，函館市地域学校協働活動推進事業地域コーディネーター設置要綱に基づ 

く地域コーディネーターで，教育委員会が委嘱する委員をもって組織する。 

２ 会議にオブザーバーを置き，必要に応じて意見，助言等を求めることができる。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。 

２ 委員の再任は，妨げないものとする。 

  

（座長） 

第５条 会議に座長を置く。 

２ 座長は，委員の互選により定める。 

３ 座長は，会務を総理し，会議を代表する。 

４ 座長に事故等があるときは，あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代行する。 

 

（会議） 

第６条 会議は，座長が招集する。 

２ 座長は，会議の議長となる。 

３ 座長は，必要があると認めたときは，委員以外の者の出席を求め，意見を聴取すること 

ができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず，教育委員会は，必要に応じ，委員を招集し会議を開くこと

ができる。 
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（庶務） 

第７条 会議の庶務は，教育委員会学校教育部教育政策推進室学校再編・地域連携課におい 

て処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は，座長が会議に諮っ

て定める。 

 

附 則 

 この要綱は，令和２年７月２８日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 



 

函館市地域学校協働活動推進事業地域コーディネーター設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，函館市教育委員会（以下「委員会」という。）が委嘱する地域コーデ

ィネーターに関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

（委嘱） 

第２条 地域コーディネーターは，函館市立の幼稚園，小学校，中学校および高等学校（以

下「学校」という。）や地域の現状を理解し，学校の教育活動向上に意欲がある者のうち

から，委員会が委嘱する。  

 

（活動内容） 

第３条 地域コーディネーターの活動内容は，次のとおりとする。  

（１）学校の関係者，地域ボランティアとの連絡および調整に関すること。  

（２）地域ボランティアに係る情報収集，育成等に関すること。 

（３）学校への地域ボランティアに係る情報の提供に関すること。 

（４）活動内容の発信および周知に関すること。 

（５）前各号に掲げる活動内容のほか，委員会が必要と認めること。  

 

（承認） 

第４条 地域コーディネーターは，第２条の規定により委嘱される場合，承諾書（第１号様

式）を委員会に提出しなければならない。  

 

（活動状況の管理および活動記録の作成） 

第５条 地域コーディネーターは，活動状況を報告するため，地域コーディネーター実績報

告書（第２号様式）を委員会に提出しなければならない。  

 

（身分証）  

第６条 委員会は，第２条の規定により委嘱した地域コーディネーターに対し，身分証（第 

３号様式）を交付する。  

２ 地域コーディネーターは，活動に従事するときは，常に身分証を所持しなければならな 

い。  

 

（報酬） 

第７条 地域コーディネーターの活動は，無報酬とする。 
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(任期)  

第８条 地域コーディネーターの任期は，委嘱の日からその日の属する年度の末日までとす

る。ただし，再任を妨げない。  

 

（委嘱の辞退）  

第９条 地域コーディネーターは，前条の任期の満了前に委嘱を辞退しようとするときは， 

１４日前までに委員会に申し出なければならない。  

 

（委嘱の解除）  

第10条 委員会は，地域コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は，任期の

満了前であっても委嘱を解くことができる。 

（１）地域コーディネーターの活動を怠った場合  

（２）心身の故障のため，活動の継続に支障があり，またはこれに堪えられない場合  

（３）地域コーディネーター活動の実績が良くない場合  

（４）地域コーディネーターとしてふさわしくない行為があった場合  

 

（守秘義務）  

第11条 地域コーディネーターは教育委員会または学校の許可があった場合を除き，その活

動上知りえた秘密を漏らしてはならない。また，地域コーディネーターの委嘱期間終了後

も同様とする。  

 

（委任）  

第12条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の施行について必要な事項は，函館市教育

委員会学校教育部教育政策推進室学校再編・地域連携課長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は，令和２年７月７日から施行する。 

 



【様式第１号】 

 

 函館市地域学校協働活動推進事業 

地域コーディネーター承諾書 
 

 

 

私は，下記事項を了承し，函館市地域学校協働活動推進事業地域コーデ

ィネーターとなることを承諾します。 

 

記 

 

１ 期   間      年  月  日～     年  月  日 

 

２ 配 置 校  函館市立    学校 

 

３ 報   酬  無報酬とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   年  月  日 

  

 函館市教育委員会 様 

 

               住 所 

                

氏 名            印  

 



【様式第２号】 
 

年度 函館市地域学校協働活動推進事業 

地域コーディネーター実績報告書（  月分） 
 

学校名  
地域コーディネーター 

氏名 
  

 

活動日 曜日 活  動  内  容 
活動時間 

（24 時間表記） 
本人印 校長印 

   
～ 

  
時間数 時間 

   
～ 

  
時間数 時間 

   
～ 

  
時間数 時間 

   
～ 

  
時間数 時間 

   
～ 

  
時間数 時間 

   
～ 

  
時間数 時間 

   
～ 

  
時間数 時間 

   
～ 

  
時間数 時間 

   
～ 

  
時間数 時間 

   
～ 

  
時間数 時間 

活動時間（合計） 時間   

※ 翌月１５日までに，函館市教育委員会へ提出するものとする。 



【様式第３号】 

 

第 号  

身分証明書 

所属学校名： 
氏   名： 

生 年 月 日： 

 

  上記の者は，本市の地域学校協働活動推進事業地域コーディネー 

ターであることを証明する。 

 

任期    年   月   日 

                    年   月   日 

 

  年  月  日 

 函館市教育委員会  印 

 



地域コーディネーターの役割と重要性について

 令和５年５月３１日（水）

 函館市教育委員会 学校再編・地域連携課

(内容)

函館市のコミュニティ・スクールの現状

地域コーディネーターの役割と重要性について



１ 函館市の学校運営協議会の設置状況
（令和５年度）

・小学校３８校
・中学校１８校
・義務教育学校１校
・高等学校１校
・幼稚園１園

３９協議会
１００％



コーディネーター配置校（教育委員会が委嘱）

■ 青柳中学校区（青柳ネット） （工藤 勉 氏）

・ 青柳中学校 ・ 弥生小学校

・ 青柳小学校    ・ あさひ小学校

■港中学校・港小学校  （梅田 史恵 氏）

■深堀中学校・駒場小学校・深堀小学校

 （京谷 佳子 氏）

■五稜郭中学校・万年橋小学校  （酒井 道子 氏）

■本通中学校・南本通小学校  （神田 克実 氏）

■北中学校・北日吉小学校  （齊藤 文大 氏）

■恵山中学校・えさん小学校  （廣島 千年 氏）

■戸井学園・戸井幼稚園  （髙田 伸一 氏）

■巴中学校 （吉村 小織 氏）

■桔梗中学校 （干山 毅 氏）

■中部小学校 （中村 ひでの 氏）

■北星小学校 （梶原 亜里沙 氏）

■千代田小学校 （阿久津 満希 氏）

■大森浜小学校 （中村 和代 氏）

■中の沢小学校 （吉田 彩子 氏）

■昭和小学校 （照井 千津 氏）

■市立函館高校 （田中 慎一 氏）

３



２ 地域コーディネーターの役割

・学校の関係者と地域をつなぐ役割

・ボランティアの情報収集，連絡，調整

【学校】
・こんな取組がしたい
・こんな人材がほしい

・一緒に活動してもらい
たい

【地域】
・こんなことを知っている
・こんなことができる
・何か役に立ちたい



コーディネーターの役割

知らせる

つなぐ

育てる

支える

・学校の関係者と地域をつなぐ役割
・ボランティアの情報収集，連絡，調整



市内各学校の成果①

【人材育成】
・コーディネーター配置により，学校の業務を増やさずに地域との連携が深まった。

・教職員が，教育活動に地域住民や保護者からの支援を受け，児童の安全確保，授

業の内容・効率の改善について実感している。

・教職員がカリキュラム・マネジメントを意識し授業等に地域の人材を生かそうと

する機運が高くなってきた。

・教職員が地域コーディネーターやＣＳ担当教員に相談し打合せする動きが見られ

るようになってきた。

・教職員が学校外の人材を生かす力，外部と折衝する力が身に付いてきている。



市内各学校の成果②

【学校・地域との連携】
・学校の教育活動に対し様々な角度や多様な見方からの意見をもらうことで，教育活動

や地域連携に関する点検や見直しを図ることができた。

・地域に点在する優れた教育資源をコミュニティ・スクールを核につなげ，地域と学校

の連携を深める組織作りが進められた。

・各学校の抱える共通の課題について，小・中連携した取組を地域を交えて協議するこ

とができた。



市内各学校の成果③

【活動内容】
・地域の施設や商店等と連携し，従来学校で行ってきた事業を委託したり，協働した取組を

行ったりすることができた。

・熟議を重ねることで，お互いが「子どもたちのよりよい未来のために尽力したい」という

熱意をもっていることを再確認できた。

・子どもの授業の様子を見てもらうことで，今後のＣＳ事業のイメージをもってもらうこと

ができた。

・コーディネーターのおかげで今年度から小中校区で１つにまとまって活動を始めることが

できた。

・本校における学校経営方針等について，委員の皆様から十分理解を得られたり，その他に

意見をいただいたりするなど，学校経営に反映させることができた。



地域学校協働活動実践事例集について

▶▶▶函館市 地域コーディネーターの配置

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021021600053/



全国コミュニティ・スクール連絡協議会×文部科学省
「学校と地域の課題解決につながるコミュニティ・スクールの推進
～学校と地域がつながるために～

【調査結果】
コミュニティ・ス
クールと地域学校協
働活動は、地域と学
校が平時から日常的
につながり合う仕組
みであり、災害時の
避難所運営など「地
域防災」においても
効果を発揮



全国コミュニティ・スクール連絡協議会×文部科学省
「学校と地域の課題解決につながるコミュニティ・スクールの推進
～学校と地域がつながるために～

【調査結果】
子どもたちの「コミュ
ニケーション能力の向
上」や「地域への理
解・関心の深まり」だ
けでなく、「地域の活
性化」や「地域住民の
生きがいづくり」など
地域づくりの観点でも
有効



文部科学省「学校と地域でつくる学びの未来」

▶▶▶文部科学省「学校と地域でつくる学びの未来」https://manabi-mirai.mext.go.jp/index.html



市内各学校の課題①

【人材育成】
・地域コーディネーターを担える人材を発掘・育成していく必要がある。

・活動に具体的に関われる人材，資源の確保に努めたい。

・保護者・地域から協力者をさらに増やしていくことが望まれる。

・町会員以外の地域の方々のＣＳ活動への参加促進。



市内各学校の課題②

【学校・地域との連携】
・地域にある教育資源を活用し，「地域に開かれた教育課程」実現へますます地域と

学校の連携が必要である。

・関係町会の負担超過にならないための配慮。

・ＣＳとＰＴＡ活動，町会との連携の体制づくりを検討していきたい。

・校区が広く，地域差もあるので意見や要望等を細やかに聞き取る工夫が必要である。



市内各学校の課題③

【活動内容】
・小中一貫での取組をより綿密に連携し，９年間を見通した課題解決を目指す。

・「以前（コロナ前）と同じように」という発想ではなく，ＩＣＴを活用した取

組など新しい視点での活動を提案できる会を目指す。



（平成２７年中央審議会「新しい時代の教育や地方創成に向けた学校と地域の連
携・協働の在り方と今後の推進方策について（答申）」より）

誰かが何とかしてくれる、のではなく、

自分たちが「当事者」として、

自分たちの力で学校や地域を創り上げていく。

子どもたちのために学校をよくしたい、元気な地域をつくりたい、

そんな「志」が集まる学校、地域が創られ、そこから、

子どもたちが自己実現や地域貢献など、志を果たしていける未来こそ、

これからの未来の姿である。



子どもたちのために

学校と家庭と地域が一体となって



資料１

1．目的

2．方法

　連携・参加

 運営

安全・安心な地域環境

3．具体 ①全ての教育力をCSにつなげる。→地域の教育資源、人材の発掘・確保、地域ボランティア組織の確立

②安全・安心な地域環境を作る。→地域ボランティアからなる「見守り隊」実施

③小中学校に人流を作る。→地域ボランティアの活動，地域協働会議室の常設，参観日などの呼びかけ

④ＣＳ行事や企画を立てる。→地域避難訓練，がん教育,　自主学習会

ＣＳを求心力として，港地区の教育環境・教育資源を全て繋げる。

　地域と学校が連携・協働して、幅広い地域住民等の参画により、地域全体で港地区の

未来を担う子ども達を育む。

  がん教育

港アカデミック・パッケージ・システムズ（ＭＡＰＳ）構想

Minato　academic　package   systems

～学校と地域でつくるこれからの学びの地図～

港中学校

港小学校

亀田港児童館

亀田港保育園

北海道大学

水産学部

港北部町内会

港町内会

亀田港町内会

港ＣＳ

MAPS本部

大谷短大付属

港こども園

町内会連合

自習学館

函館病院

港図書館

第２太陽の子

幼稚園



資料２

１．目標 ＣＳの活性化とともに主体的な活動を確立する。

２．方法

１．目標

２．方法 ＣＳ会議を通じて，関係機関との連携を図り，実施日・方法の共通理解と実行を図る。

３．取組 時期

２月

４～６月

９月１日（金）

4．連携機関

港小学校，港中学校，亀田港保育園，大谷短大付属認定港こども園、第二太陽の子幼稚園

港町会，亀田港町会，港北部町会

消防

市の災害関係の部署（町会から働きかけて）

5．その他　感染状況に応じて，開催時期の変更などもある。○感染状況に応じて，開催時期の変更などもある。

港中学校　参観の様子 港小学校　参観の様子

○港中学校における避難訓練の様子の参観を企画する。

ＭＡＰＳ進捗状況と令和５年度計画案

ＣＳにて提案

実施

反省

地域合同避難訓練

地域協働会議室の常設

函館市立港中学校２階，家庭科準備室を下記のように整備し，地域協働会議室としても活用す

る。

地域全体として安全・安心な環境作りを推進する。

取組の具体

ＣＳにて日程調整

○港小学校における避難に係る授業の参観を企画する。



１．目標 ガンについての知識を身に付けさせ，児童生徒の健康維持意識を高める。

２．方法 函館病院の協力を得，講義形式で授業を行う。（リモート開催）

３．対象 港小学校５年生　港中学校１年生

４．取組 時期

４～６月

７月

１．目標 地域の皆様の経験や知識を活かし、学校での多様な教育活動を支援する。

２．方法 CS委員、ＰＴＡを中心として、ボランティアを募り、活動する。

１．目標 地域の力で児童生徒の安全を確保する。

２．方法 CS委員、ＰＴＡを中心として、ボランティアを募る。

３．具体 ＣＳを媒体として、各機関に理解・協力を要請し、メンバー選出を進める。

４．取組 時期

3月

4月

4月始業式実施「見守り隊」実施案内

「見守り隊」実施 1学期始業式

「見守り隊」実施に係る反省・改善

がん教育授業実施

反省・改善

取組の具体 備考

函館病院との調整

がん教育

地域ボランティア

子どもの安全見守り隊

取組の具体 備考



１．目標 地域人材の力を活用し、児童生徒の学習機会を確保する。

２．方法 地域ボランティア、北大水産学部と連携する。

３．具体 ＣＳを媒体として、各機関に理解・協力を要請し、メンバー選出を進める。

４．取組 時期

２～３月

１学期

夏期休業中

9月～

１．目標 希望児童生徒が放課後図書館を利用して学習や読書ができるように支援する。

２．方法 地域ボランティアで図書館対応ができる方を確認し、支援していただく。

３．取組 時期

１学期

9月～

１．目標

２．方法 地域コーディネーターのもと、各学校などの担当職員による企画毎のコアチームを設置する。

３．具体 企画・活動

地域ボランティア

見守り隊

地域避難訓練

がん教育

ＭＡＳ

図書館ボランティア

実施

図書室ボランティア

取組の具体例 備考

放課後図書ボランティアの実施（案）

平日15:30~16:30（15:00～地域協同会議室開放）

既登録者に確認して、開放できる曜日を設定する。

図書室

図書担当（教務）

各校学力向上担当

ＣＳ事務局

各校園避難訓練担当

各校がん教育・命の教育担当

コアチームの設置

地域コーディネーターや地域担当職員による組織的・機動的な体制を構築し、ＣＳ活動の活性化

を図る。

コアチーム担当者等 備考

ＣＳ事務局 募集と管理

取組の具体 備考

北大水産学部、自主学習館との連携・調整

「自主学習館」の校内実施

放課後における「自主学習館」の校内実施 週１回の定期開催を目指す

「自主学習館」の校内実施計画と調整

ＭＡＳ（みなとアフタースクールスタディ）



第１回地域学校協働活動連絡会議

令和４年度(１年目)の活動発表

京谷佳子

担当校：深堀中学校
深堀小学校、駒場小学校

校区内町会：13町会
金堀・広野、乃木、柏木、川原親和会、川原

 深堀、深駒、駒場自治会、湯浜、駒場団地町会
 東深堀、花園、南本通



R4の活動発表

<深堀町会×深堀小>

ぶらりふかぼり
主担当：深堀町会

ぶらりふかぼりに参加
深堀小や聾学校と共に



令和４年９月
「もったいない市in深中」

（日にち）
令和４年９月１１日(日)

（場 所）
深堀中学校 体育館

（協 同）
東深堀町会、深堀町会
深堀中学校、深堀小学校

（内 容）
“自分はもう使わないけど他の

誰かは利用してくれるかも”と
思われる物を地域で集め、必要
とする方へ無料でもらって頂く。

小中学生が町会の方と共にチームを組み
運営ボランティアとして活躍。

R4の活動発表

<東深堀町会・深堀町会×深堀中・深堀小>



令和４年10月
「全市一斉クリーングリーン作戦」

（日にち）
令和４年10月16日(日)

（場 所）
校区内の各町会エリア

（協 同）
校区内の各町会
深堀中学校

（内 容）
函館市が毎年行っている

“全市一斉クリーングリーン作戦”
に参加。

地域の方と交流しながら、一緒に町会
区域内の清掃活動を行う。

活動発表
<東深堀町会・深堀町会×深堀中>



令和４年12月
「深堀ひろば①「小学生への学習サポート」」

（日にち）
令和４年12月27日(火)

（場 所）
深堀町会館

（協 同）
深堀町会
深堀中学校、深堀小学校

（内 容）
中学生による小学生への
学習ボランティア

冬休み初日に開催しており、小学生が
持参した宿題ドリルなどの学習について
中学生がサポート。

活動発表
<深堀町会×深堀中・深堀小>



令和5年1月
「深堀ひろば②SDGS目標12 つくる責任つかう責任」

（日にち）
令和5年1月12日(木)

（場 所）
深堀町会館

（協 同）
深堀町会
深堀中学校、深堀小学校

（内 容）
廃棄予定だった古い浴衣を
ウエスにリメイクし、必要な方に
使って頂けるようにする。

小学生、中学生、町会メンバーで
チームを組み作業。
完成したウエスを深堀小学校へ寄贈。

活動発表
<深堀町会×深堀中・深堀小>



(１)出前講座実施 ５回

(１)認知症サポーター養成講座
①深堀小学校４年生

令和４年１１月１５日
②駒場小学校４年生

令和４年１１月２５日

(２)車いす体験
①深堀小学校３年生

令和５年１月２７日
②駒場小学校４年生

令和５年２月１０日

(３)高齢者疑似体験
①駒場小学校４年生

令和４年３月２日

活動発表



(２)その他の活動 ５回

(１)深堀中学校
①地域産業体験(１年生)

「地域産業訪問：インタビュー活動」の訪問先調整(15機関)
②総合キャリア教育(２年生)

「職業講話」の講師調整(８業種)

(２)深堀小学校
①まち歩き探検(２年生)

「まち歩き探検：インタビュー」の訪問先調整
②PTA役員会への参加

(３)駒場小学校
①手話講座講師紹介(４年生)

活動発表



春休み明け見守り活動の様子



令和4年5月畑の土おこし

令和5年5月の畑の土おこし



昭和小学校
地域見守り隊について

令和４年度の取り組みから

昭和小学校 地域コーディネーター 照井千津



小学校の立地

 函館市立昭和小学校

 昭和１丁目５－５

 校区には国道５号線や本通富岡線、道道赤川線など、車通り
が多い

 向かいは商業高校

 商業地と住宅地が混在



背景

 PTA活動～月１回の登校時の見守りだけでは人手不足

 保護者～仕事のため、子どもの登校に付き添えない

 地域での子供たちの安全性を考える必要は、認識している

地域の人とのつながり、人手不足を補う、安全面向上

「地域見守り隊（たい）」の発足



発足にあたり

 学校運営協議会にて

内容の周知、承認

メンバー～町会長、児童館館長、民生児童委員、幼稚園園長

 校内PTAにて

総会で周知、承認の後に全員加入を勧める

 町内会総会

内容の周知の後に加入の案内配布し加入を勧める

 民生委員会

内容の周知の後に加入を勧める

☆あくまでも地域コーディネーターが中心という位置づけ



目的

児童の登下校の見守りを行い安全・安心な地域づ
くりと児童にとって安心与える登下校の環境を整
える。

登下校の見守りを通して、町会と児童との触れ合
いを行うことにより地域とともにある学校づくり
の一つとして取り組む。



内容と
期待される
効果

 町会、PTAに昭和小「見守り隊」に加入していただき、「見
守り隊」の証として、ピンク色のバンダナに見守り隊のマー
クを張ったものを配布する。そのバンダナを付けて児童の登
下校の見守りをしていただく。

 児童が何かあった時にピンクのバンダナをもった大人の方に
助けを

 求めることができる。町会やPTAの方々が登下校の見守りを
積極的に行うことで、学校との協力体制の強化ができる。



案内方法

 案内チラシをPTA、町内会に配布し、随時募集を呼びかける

 令和４年度全市一斉下校指導の集会を通じて、発足式を実施

案内文から抜粋



参加人数

 現在50名程度であるが随時募集をし、100名を超える程度に
なる見込み（令和４年度）



今後は

 卒業する児童の保護者には、そのまま地域での見守り隊とし
てバンダナを付けてこれまで同様に携わっていただく

 町内会や校区に関わる機関等に、随時、案内をしていく

など
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